
 

〈留意事項〉

  申請書に添付書類を添えて、「郵送」 又は 「持参」により、石狩振興局森林室道民の森課にご提出ください。　

  ご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先にご確認ください。

〈申請書〉 チェック

　別紙　「無人航空機を飛行させる申請及び確認事項」

〈添付書類〉 チエック

　飛行目的の概要（任意様式）

　ア 学生等を対象とした実習

　イ 学術、研究、技術開発等

　ア 「水源の森づくり」の協定締結者 　「水源の森づくり」実施連絡書

　イ 写真、動画等の撮影等 　許可申請書（行為の許可）

　委託契約書等の写し

　（受託者が申請する場合）

〈申請の流れ〉

「道民の森」において無人航空機を飛行させる申請手続について

  申請は随時受け付けていますが、審査には　２週間程度の時間を要しますので、時間に余裕を持ってご提出ください。

　別紙１　「無人航空機を飛行させる者一覧」

　別紙２　「飛行の経路」

　別紙３　「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」

　第三者賠償責任保険の被保険者証の写し

　その他必要な書類

　共　通

　個　別
　１．教育機関等の業務関
係

　入林承認申請書

（いずれか
一つ）

　２．企業等の業務関係

　ウ 道の実施する事業

〈 お問い合わせ先　並びに　申請書の提出先 〉

　　〒０６１－０２１６

　　石狩郡当別町栄町 １９２ 番地７

　  北海道石狩振興局 森林室 道民の森課

　　 電　話 ： ０１３３－２２－２１５１

　  　ＦＡＸ  ： ０１３３－２２－０５５１

＋

　・飛行の目的が、「道民の森」において無人航空機を使用できる
　　場合に該当するかどうか
　・他の来園者の迷惑にならないかどうか、施設を損傷する恐れが
　　ないかどうか
　・航空法等関係法令を遵守しているかどうか　　　　など

１ 申 請

２ 内容等の審査 ３
指定管理者の

意見聴取

４ 「許可」 又は 「不許可」の決定

５ 許可通知 ６ 不許可通知

無人航空機の使用


